『文明論之概略』と「脱亜論」☞教科書p.242・258

資料
解説





●福沢諭吉『文明論之概略』
今、世界の文明を論ずるに、欧羅巴諸国並に亜米利加の合衆国を以て最上の文明国と為し、土耳古、支那、日本等、亜細亜の諸国を以て半開の国と称し、阿非利加及び墺太利亜等を目して野蛮の国といひ、この名称を以て世界の通論となし、西洋諸国の人民独り自から文明を誇るのみならず、彼の半開野蛮の人民も、自からこの名称の誣いざるに服し、自から半開野蛮の名に安んじて、敢て自国の有様を誇り西洋諸国の右に出ると思う者なし。
（福沢諭吉『文明論之概略』）
●福沢諭吉「脱亜論」
　今日の謀を為すに、我国は隣国の開明を待て共に亜細亜を興すの猶予ある可らず。寧ろ其伍を脱して西洋の文明国と進退を共にし、其支那朝鮮に接するの法も、隣国なるが故にとて特別の会釈に及ばず、正に西洋人が之に接するの風に従て処分す可きのみ。悪友を親しむ者は、共に悪名を免かる可らず。我れは心に於て亜細亜東方の悪友を謝絶するものなり。
（『時事新報』一八八五年三月十六日）




















●概要
　近代初頭の東アジアは、中国中心の国際秩序（華夷秩序）と、西洋が形成した国際法秩序の両方が存在していた。
中国中心の国際秩序では、中華に位置づけられる中国が周辺諸国・民族を従属的に編成していた。ただし、儀礼的な上下関係を受け入れることにより、それぞれの独自性が保証される面があった。
西洋が形成した国際法秩序は、世界の諸国・地域を３つのグループに区分する。１つ目のグループは「文明」国である。「文明」国は、資本主義的な経済関係を可能にするための国内体制を備え、国際法上の主体性が認められた。２つ目のグループは「半開」の国である。「半開」の国は、ある程度強力な国家権力があるものの、「文明」国ほどの国内体制が備わっておらず、半人前の主体とみなされた。これらの諸国は不平等条約によって主権を制限された。３つ目のグループは「野蛮」の国である。「野蛮」の国は、最初に発見ないし開拓した「文明」国が占拠してもよいと考えられ、植民地支配の対象となった。
1875（明治８）年８月に刊行された『文明論之概略』で福沢諭吉は、文明を野蛮・半開・文明の発展段階でとらえている。資料から読み取れるように、ヨーロッパ諸国ならびにアメリカ合衆国が文明、トルコ・中国・日本などのアジア諸国が半開、アフリカおよびオーストラリアなどが野蛮であると認識している。福沢は、野蛮・半開・文明という世界の色分けは「世界の通論」だというが、実際は西洋文明国の視点によるものである。この段階では、西洋的な価値判断の枠組みそのものへの福沢の批判的な検討はみられないまま、その価値判断の枠組みによって議論が出発している。
この著作が刊行された1875年の頃の国内状況は、政治的に不安定であり、社会の緊張も高まっていた時期であることを意識したい。岩倉具視を大使とする大使節団が帰国したのが1873年であり、同年、西郷隆盛らが辞職し、政府が分裂している（明治六年の政変、征韓論政変）。その後、近代化政策で特権を奪われた士族が、政府を去った有力者を指導者として挙兵するようになっていく。鹿児島県の私学校派が西郷隆盛を擁して挙兵し、政府が苦戦しながらなんとかこれをやぶった（西南戦争）ことで、大規模な士族反乱が終わるのは1877年である。激動の時代を生きる中で、40代の壮年期を迎えた福沢が心血を注ぎ、日本の進むべき方向性を示そうとしたのが、この『文明論之概略』なのである。
『文明論之概略』で福沢は、日本の特徴は権力偏重にあるととらえ、「日本には政府ありて国民（ネーション）なし」と主張した。また、日本の進歩の段階が西洋の文明よりもおくれているため、西洋の文明も完全とは言えないが、さしあたってこれを目的にすべきであると主張した。終章では福沢の議論の方向が転換し、「国の独立」こそが「目的」であり、文明は「目的を達するの術」と説いている。
福沢諭吉を研究し、『文明論之概略』を高く評価した人物として、丸山眞男と松沢弘陽が知られる。岩波新書から上中下三冊で刊行された丸山の『「文明論之概略」を読む』は、丸山による福沢研究の到達点とされる。福沢は西洋文明を絶対視して無条件に導入しようとするような西洋崇拝者ではない、と丸山は解釈している。松沢は、西洋文明の基準を普遍的尺度とみなすような洋学者とは福沢は異なる存在であるとして区別している。福沢が西洋文明論に含まれるアジア認識の歪みを指摘した部分に松沢は着目し、西洋産の文明を活用しながらも、それからも独立して、国産の文明をつくろうとする能動的な作業であったと評価している。
一方、可能性だけでなく限界も指摘したのが、子安宣邦の『福沢諭吉『文明論之概略』精読』である。商業と戦争を対外的に展開することで国家の独立を確保しようとする福沢の主張は、当時の西洋文明と同じではないかと子安は考える。丸山と松沢が、福沢は西洋崇拝者ではないととらえたのに対し、子安は、結局福沢の思想は覇権主義的な西洋文明と日本の同一化につながっていると解釈したのである。福沢が、日本を文明志向国、「支那」を停滞的専制国家として対比している点に子安は注目し、「脱亜論」は1885年という一時期の発言ではなく、西洋文明に定位した文明論がもっている性格であるととらえている。「脱亜論」の内容は、日本が西洋諸国と連携し、西洋諸国が中国・朝鮮に接するのと同じようにすべきだと主張して日本のアジア進出を肯定するものだった。福沢は日清戦争を「文明」と「野蛮」の戦争と評し、開戦を積極的に支持した。
　『文明論之概略』は研究者によって解釈が異なる。ただし、解釈が異なっても、多くの研究者が問題意識を共有できている部分もある。丸山や松沢らは、時代の展開に大きく影響を与えた著作であり、今日に通じる古典として評価しているが、福沢の文明論の限界を指摘した子安も、19世紀と対比しながら、今日のわれわれが直面する「グローバリゼーション」や「覇権国家」の問題について進路の本質的な問い直しをする際に、福沢文明論が貴重な示唆を与えてくれていると考えている。使い方次第では、教室で様々な考察を生み出す可能性を秘めている資料ではないだろうか。

●授業で扱うにあたっての留意点／実践例
引用した資料だけでは、福沢諭吉が文明・半開・野蛮という言葉をそれぞれどう位置づけていたかがわからないので、適宜補足説明をしつつ、授業者が複数の発問を用意した上で授業を展開したい。西洋が形成した国際法秩序を「歴史総合」で既に学んでいる場合は、知識を確認しながら進めるとよいだろう。

	発問例　『文明論之概略』において、文明国、半開の国、野蛮の国にそれぞれ該当すると考えられている国や地域はどこだろうか。


解答例
　　　文明国　〔　ヨーロッパ、アメリカ　　　〕　　　半開の国　〔　トルコ、中国（清）、日本　〕
　　　野蛮の国〔　アフリカ、オーストラリア　〕

	発問例　『文明論之概略』で示された国際秩序は、東アジアの国際秩序（華夷秩序）と比べて、どのような点が異なるだろうか。「歴史総合」で学んだことも踏まえながら考えてみよう。


解答例東アジアの国際秩序は、中華に位置づけられる中国が周辺諸国・民族を従属的に編成していたが、儀礼的な上下関係を受け入れることにより、周辺諸国・民族それぞれの独自性が保証される面があった。一方、『文明論之概略』で示された国際秩序は、文明国を自称する国が半開とみなした国に不平等条約の締結を迫ったり、野蛮とみなした国を植民地としたりするなど、独自性や主体性が制限されることが多かった。








『学問のすゝめ』にみられるような啓蒙思想家の福沢と、「脱亜論」にみられるような日本のアジア進出を肯定する福沢は、同一人物でありながら別々にとらえられがちだが、『文明論之概略』について考察することで福沢の思想のつながりを見出すことも可能ではないだろうか。

	発問例　「脱亜論」を読み、福沢諭吉が中国・朝鮮半島をどのようにとらえていたかを説明しよう。


解答例西洋諸国が清・朝鮮と接するのと同じように、日本も接するべきだと主張している。「悪友」という言葉を用い、清・朝鮮との交際を断る、つまり脱亜の方向を示した。





福沢諭吉が誕生した1835（天保５）年から12年おくれて誕生した中江兆民だが、ともに1901（明治34）年に生涯を終えている。２人はほぼ同時代を生きたと言えるが、明治維新後の文明開化や日本の近代化に対する認識には差異があった。2人の思想家の対比から何がみえてくるだろうか。

	発問例　以下の中江兆民の文章を読み、文明や外交に関する考え方がどのようなものであったかを、福沢諭吉の『文明論之概略』「脱亜論」と対比しながら説明しよう。



父子相愛シ兄弟相親ムハ英仏我レ賢ル乎、賢ルコト無シ、上下尊卑礼有ルハ英仏我レニ賢ル乎、賢ルコト無シ、彼レノ我レニ賢ル所ノ者ハ只技術ト理論ト有ル而已
（中江兆民「策論」1876年）
嗚呼同一兇悪ノ行為ニシテ庶人ノ上ニ於テ言フトキハ盗賊ノ名ヲ免レザルモ邦国ノ上ニ於テ言フトキハ或ハ之ヲ称シテ強国ト為ス何ゾ論理ノ相反スルノ甚キヤ
（中江兆民「論外交」1882年）










解答例福沢諭吉は、現状では西洋文明が優れており、半開の段階にある日本は開化が課題であると考えている。国家間の外交については、道徳と切り離し、基本的には力関係で決まるものと考えていた。一方、中江兆民は、西洋は技術などの面でわずかに進歩がはやいだけであり、東西の両文明に優劣はないと考えている。道徳を捨てて国家の行動を論じることはせず、文明化が侵略につながることを危惧していた。








「歴史総合」で学んだ「グローバル化と私たち」という視点を、19世紀の福沢の思想と対比して考察してみよう。「覇権国家」「グローバリゼーション」など今日的問題を過去と対比して考察する中で、過去の思想や歴史を学ぶことの意義がみえてくるかもしれない。

	発問例　今日の国際秩序は、『文明論之概略』で示された19世紀の国際秩序と比べてどれくらい変化したと言えるだろうか。「歴史総合」の「グローバル化と私たち」で学んだことも踏まえながら考えてみよう。


解答例グローバル化の時代は、様々な分野が、国民国家単位ではなく地球規模で交流、拡大、変化している。特に経済分野は、金融・情報のネットワークが広がって地球規模となり、世界の諸地域が相互に関連する度合いが深まっている。一方で、19世紀にみられた支配や搾取がなくなったとは言えない状況が続いている。特定の国家がリードする形で国家間の協定が成立するなど国民国家の影響力は大きく、先進国や多国籍企業による経済搾取の問題も根深い。
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